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１ 趣旨 

加西市では、令和５年 12 月に加西市立小中学校の再編方針を策定し、市内３校の中学校の再編統合

（２校に再編統合。令和 10 年４月開校）を予定している。 

新たな統合中学校の開校に伴い、生徒が安心して快適に学校生活を送ることができるよう、また、保

護者の経済的負担の軽減、多様性への配慮、学校生活での使用に必要十分な機能性を備えた新しい制服

を市内中学校統一で導入しようとするもの。 

これらを踏まえ、新しい制服の導入にあたっては、広く制服に係る企画提案を求め、製造業者の提案

内容及び能力・適正等を総合的に判断し、本事業に最も適した制服製造業者を選定することを目的とし

て公募型プロポーザルを実施する。 

 

２ 業務の概要 

（１） 業務名 加西市立中学校の統一制服製造 

（２） 業務内容 

①別紙仕様書による新制服のデザイン案の作成 

②新制服（案）展示会等やデザイン投票の支援 

③新制服導入予定時期に向けた製造 

④新制服の販売に係る準備（制服販売店の設定、直しなどのアフターサービス等） 

 

３ 日程及び提出書類等 

時  期 内  容 

令和６年 10 月８日（火） 募集要領の公示、配布 

令和６年 10 月 11 日（金） 参加申込・企画提案書等に関する質問書提出期日 

令和６年 10 月 18 日（金） 参加申込・企画提案書等に関する質問への回答期日 

令和６年 11 月 19 日（火） 参加申込・企画提案書等の提出期日 

令和６年 11 月 25 日（月） 企画提案に対するヒアリング実施 

令和６年 12 月２日（月） 審査結果の通知期日 

 

４ 製造業者等決定までの流れ 

（１）プロポーザルへの参加を予定する者（以下、「参加予定者」という。）は、指定期日までに市に参

加申込みをし、市から参加資格を有すると認められた者（以下「参加者」という。）の通知を受けた場

合にプロポーザルに参加できるものとする。 

（２）参加者は、指定期日までに市に企画提案書等を提出したのち、製造業者等の選定のための審査を

受けるものとする。 

（３）市は、審査の結果、得点が最上位となった者を「製造業者」、第２位となった者を「次点者」とし

て選定し、まず製造業者と期間を定めて企画提案の内容をもとに契約締結に向けて契約条件等について

協議を行うものとする。 

（４）上記（３）の期間内に市と製造業者との協議が整わない場合は、市は次点者と協議を行うものと

する。 

（５）本プロポーザルに係る日程については、「３ 日程及び提出書類等」のとおりとする。 
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５ 参加者の資格要件 

参加者は、次のすべての要件を満たさなければならない。 

 

【参加資格要件の一覧】 

番号 資格要件 内   容 

1 業務実績 
直近５年間（平成 31 年度から令和５年度）に兵庫県内の中学校に

納入実績がある又は今後納入予定の制服業者であること。 

2 
地方自治法施行令

第167条の４の規定 

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に

該当しない者であること。 

※契約を締結する能力を有しない者及び破産者でないこと 

3 
契約の相手方とし

ての適格性 

加西市暴力団排除条例（平成 24 年加西市条例第１号）に規定する

暴力団等でないこと 

4 
消費税及び地方消

費税の納付状況 
消費税及び地方消費税を滞納していないこと 

5 経営の安定性 

会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申

立て又は、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手

続開始の申立てを行っている者でないこと 

 

６ 説明会 

説明会は開催しない。 

 

７ 質疑・回答 

質疑・回答については、次のとおり行うこととする。 

（１）質問がある場合は、「質問及び回答書」（様式２）に質問事項を記載のうえ、令和６年 10 月 11 日

（金）17 時までに、電子メールにより学校再編室宛に送信すること。 

メールの件名は「加西市立中学校統一制服製造業者選定に係るプロポーザルの問い合わせについ

て（会社名）」とすること。 

（２）質問に対する回答は、令和６年 10 月 18 日（金）までに、対象者すべてに対し、電子メールで回 

   答する。 

※ 参加資格要件を満たさないことが明らかな質問者からの質疑については、市は回答しないことが

できる。 

 

８ 参加予定者の参加申込 

（１）参加申込 

参加予定者は、「加西市立中学校統一制服製造業者選定プロポーザル参加申込書兼誓約書」（様式１）

に必要事項を記入し、代表者印を押印のうえ、次の関係書類を添えて所管課に提出すること。 
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【参加申込書類】 

番号 提出書類 様式 留意事項 

1 プロポーザル参加表明書 様式１  

2 会社概要（パンフレット等）   

3 
兵庫県内の中学校における納入実績（予

定）一覧表 
別記様式１ 

 

4 暴力団排除に関する誓約書 別記様式２  

5 納税証明書（消費税等）  税務署が発行するもの 

提 出 先：加西市教育委員会学校再編室 

提出期限：令和６年 11 月 19 日（火）17 時 必着 

市は、参加表明者の資格要件の適否について審査し、令和６年 11 月 21 日（木）までに電子メール

で通知するものとする。 

（２）参加を辞退する場合 

参加表明者又は参加申込者がプロポーザル参加を途中辞退する場合には、「加西市立中学校統一制

服製造業者選定プロポーザル参加辞退届」（様式３）に必要事項を記入し、代表者印を押印のうえ、

参加申込期限までに学校再編室に提出するものとする。 

 

９ 企画提案について 

（１）企画提案書等の作成 

参加者は、仕様書に基づき、考えうる最適な方策を企画提案書等により提案するものとする。企画

提案は１者につき１件とする。  

なお、企画提案書等に記載された内容については、提出された見積書の金額に追加費用を伴わず実

施する意思があるものとみなす。 

ア 企画提案書 

企画提案書作成項目及び仕様書等を参照のうえ、項目順に作成すること。 

書式は任意とするが、用紙はＡ４とし、頁数は表紙・目次を除いて 10 ページ以内とする。 

イ 製品価格見積書 

本業務内容を実施するための費用を仕様書の範囲内で作成すること。（様式は別記様式３。代表者

職氏名を記入し、押印のこと。） 

金額は消費税等込みの金額とし、制服販売店から購入できる価格を記入すること。 

【企画提案書作成項目】 

番号 項目 

1 会社概要 

2 販売実績等（県内中学校） 

3 実施体制 

4 新制服提案コンセプト 

5 生産体制 

6 業務工程表（業者決定から納品まで、意見集約のタイミングや方法・工夫） 

7 アフターフォロー 
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【企画提案書類】 

番号 提出書類 様式 留意事項 

1 企画提案書   

2 製品価格見積書 別記様式３  

 

（２）提出部数 

・正本 １部 

・副本 20 部 

（３）提出の期限、方法及び場所 

期限：令和６年 11 月 19 日（火）17 時必着（ただし、土・日曜、祝日を除く。） 

方法：直接学校再編室窓口へ持参か、書留郵便とする。 

（電子メールでの提出は不可） 

場所：加西市役所 ６階 教育委員会学校再編室 

加西市北条町横尾 1000 番地 

※ 提出期限を過ぎた企画提案書は受け付けない。 

※ 郵送による提出の場合、提出期限までに市に到着しなかったものは受け付けない。 

（４）企画提案書に対する質問 

企画提案書等の内容について、市が参加者に問い合わせを行った場合は、問い合わせを受けた参 

加者は速やかに回答するものとする。 

 

10 プロポーザル選定委員会の設置 

製造業者等の選定は、加西市立中学校統一制服製造業者選定審査委員会を設置し行うものとする。 

 

11 プレゼンテーションによる審査  

 提出された企画提案書に基づくプレゼンテーションによる審査を下記のとおり実施する。 

（１）日程は、令和６年 11 月 25 日（月）とする。（詳細については対象者に後日通知する） 

（２）実施場所は、加西市民会館３階小ホールで実施する。（詳細については対象者に後日通知する） 

（３）１申請者あたりの説明時間は 20 分以内、質疑応答は 15 分以内とする。 

質疑応答の時間内で、実際に制服見本の生地や機能等を体感する時間を５分程度設ける。 

なお、上記の時間とは別にプレゼンテーションに係る準備に５分、撤去に５分を与える。 

（４）ボディの体数は、３体以内とする。 

（５）出席者数は、自社の社員５名以内とする。 

（６）プレゼンテーションに必要な機器（パソコン、マネキン等）は、参加者が用意すること。 

ただし、スクリーン及びプロジェクターは市が用意する。  

（７）市は、プレゼンテーション内容及び制服サンプルの撮影、録画又は録音することができる。 

 

12 製造業者等の選定 

製造業者等の選定については、「別紙 審査基準」により、製造業者及び次点者を決定する。 

なお、総合評価点が同じ場合は、事前に設定した項目の点数が高い者を上位者とする。 
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13 契約締結に向けての協議 

（１）仕様等の確定について 

所管課は、契約締結に向けて、製造業者と協議を行うが、製造業者の選定をもって製造業者の企画

提案書等に記載された全内容を承認するものではない。 

製造業者決定後に最終的な制服の仕様を協議において、また必要な範囲内において企画提案書の項

目の見直しを行ったうえで本契約の仕様に反映させることとするが、募集要領に示した基本となる事

項については変更できない。次点者においても同様とする。 

なお、制服決定までの全体スケジュールは予定であり、製造業者と協議のうえ決定する。 

【全体スケジュール】 

時期 内容 

令和６年 12 月上旬 統一制服製造業者決定 

令和６年 12 月中旬～下旬 新制服デザイン、仕様書の検討・決定 

令和 7 年１月 30 日（木） 開校準備委員会において、新制服（案）を公開 

令和７年２月中旬～３月中旬 新制服（案）展示会、投票 

令和７年３月下旬 新制服決定 

 

14 情報公開 

選定の過程や評価結果については、加西市ホームページで公開する。 

 

15  その他 

（１）参加希望者が次の事項のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

① 募集要領に定める事項に違反が判明した場合 

② 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合 

③ 募集要領に定める方法以外で市職員、選定委員等に対して本案件について接触をはかり、接触し

た事実が認められた場合 

④ その他公平な競争の妨げになる行為・事実があったと市が判断した場合 

（２）企画提案に要する費用はすべて参加者の負担とする。 

（３）採用された企画提案書は、「加西市情報公開条例（平成９年加西市条例第１号）」に基づき、非公

開情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となる。 

（４）製造業者となった場合、業務実績として本市の名前を挙げることは可能であるが、仕様書の公開

等業務内容の詳細については本市の許可なく開示できないこととする。 

（５）提出された企画提案書等は返却せず市の所有物として組織内で複写・配付を行う場合がある。 

（６）本要領に定めのない事項については競争性、公平性を考慮のうえ適宜市が判断するものとする。 

 

18 問い合わせ先 

加西市教育委員会学校再編室 担当 中井、中村 

住所：〒675-2395 兵庫県加西市北条町横尾 1000 番地 

電 話：0790-27-8240 FAX：0790-43-1803 

E-mail：saihen@city.kasai.lg.jp 


